
国民健康保険制度

●
申
請
と
問
い
合
わ
せ
先

国
保
年
金
課
国
保
年
金
担
当
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●
長
期
入
院
に
当
て
は
ま
る
人

　
住
民
税
非
課
税
世
帯（
下
表
の
区
分「
低

所
得
Ⅰ
」
の
人
を
除
く
）
で
、
過
去
１
年

間
の
入
院
日
数
が
90
日
を
超
え
て
い
る
場

合
、
申
請
に
よ
り
入
院
時
の
食
事
代
が
さ

ら
に
減
額
さ
れ
ま
す
。

●
申
請
方
法

◇
市
役
所
窓
口

◇
郵
送

申
請
書
を
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

左
の
二
次
元
コ
ー
ド
ま
た
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ア
ク
セ
ス
し
て

く
だ
さ
い
。

●
窓
口
で
の
申
請
に
必
要
な
も
の

◇
本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
や
運
転
免
許
証
、
国
民
健
康

保
険
資
格
確
認
書
な
ど
）

◇
入
院
日
数
が
分
か
る
領
収
書
や
退
院

証
明
書
な
ど
（
長
期
入
院
に
当
て
は

ま
る
人
の
み
）

●
注
意
点

◇
同
世
帯
で
は
な
い
人
が
代
理
申
請
す

る
際
は
、
委
任
状
が
必
要
で
す
。

◇
世
帯
主
と
加
入
者
の
前
年
の
所
得
を

申
告
し
て
い
な
い
場
合
は
、
申
告
が

必
要
で
す
。

●
申
請
と
問
い
合
わ
せ
先

国
保
年
金
課
国
保
年
金
担
当
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９
５
２

申請フォーム

市ホームページ

所得区分 自己負担
割合

認定証の申請が
必要な人

入院時の食事代
（1食当たり）

現役並み所得者Ⅲ（課税所得690万円以上）
現役並み所得者Ⅱ（課税所得380万円以上）
現役並み所得者Ⅰ（課税所得145万円以上）

一般（課税所得145万円未満）
低所得者Ⅱ（住民税非課税）
低所得者Ⅰ（住民税非課税）

申請不要
○
○

申請不要
○
○

３割 510円

240円（※190円）
110円

２割

※長期入院該当の申請をした場合の食事代

70歳以上の人の所得区分

●
対
象
者
　
経
済
的
理
由
な
ど
で
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
人

●
免
除
・
猶
予
の
種
類
　
◇
全
額
免
除
◇

４
分
の
３
免
除
◇
半
額
免
除
◇
４
分

の
１
免
除
◇
納
付
猶
予

●
免
除
・
猶
予
期
間
　
７
月
〜
翌
年
６
月

●
申
請
開
始
日
　
７
月
１
日
㈫

●
必
要
な
も
の
　
年
金
手
帳
（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
ま
た
は
基
礎
年

金
番
号
通
知
書
で
も
可
）

※
離
職
日
（
退
職
日
）
が
令
和
４
年
12
月

31
日
以
降
の
場
合
は
、
離
職
票
・
雇

用
保
険
受
給
資
格
者
証
な
ど
の
公
的

証
明
書

●
注
意
事
項
　

◇
学
生
は
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
が

あ
る
た
め
、
こ
の
免
除
・
猶
予
の
制

度
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

◇
４
分
の
３
免
除
、
半
額
免
除
、
４
分

の
１
免
除
は
、
残
り
の
保
険
料
を
２

年
以
内
に
納
付
し
な
い
と
未
納
期
間

と
な
り
、
年
金
受
給
資
格
期
間
や
年

金
額
に
算
入
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
る
臨
時
特
例
免
除
申
請
は
、
令

和
4
年
度
分
ま
で
で
す
。
対
象
の
人

は
7
月
31
日
㈭
ま
で
に
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

免除・猶予
（納める額）

免除期間の
受取年金額 審査対象 所得基準

所得審査

４分の３免除
（4380円） ◇本人

◇配偶者
◇世帯主

（控除対象配偶者および扶養親族の人数＋１）
×35万円＋32万円

88万円＋各種控除額（扶養親族等控除額など）

128万円＋各種控除額（扶養親族等控除額など）

168万円＋各種控除額（扶養親族等控除額など）

全額免除と同じ◇本人
◇配偶者

半額免除
（8760円）
４分の１免除
（1万3130円）
納付猶予（０円）
※50歳未満

全額免除（０円）

追納しないと年金額に
反映されません

全額納付した場合の
２分の１
全額納付した場合の
８分の５
全額納付した場合の
４分の３
全額納付した場合の
８分の７

　
介
護
保
険
制
度
で
は
、
申
請
に
よ
り
介
護

保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
の
交
付
を
受
け
る

こ
と
で
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
利
用
時
の
居
住
費

と
食
費
が
減
額
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
老
齢
基
礎
年
金
（
満
額
）
が
80
万

円
を
超
え
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
８
月
か
ら
利

用
者
負
担
段
階
の
収
入
・
所
得
の
基
準
が
80

万
円
か
ら
80
・9
万
円
に
変
更
と
な
り
ま
す
。

（
負
担
限
度
額
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

●
対
象
者
　
①
ま
た
は
、②
③
の
両
方
に

当
て
は
ま
る
人

①
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
（
65
歳

以
上
の
人
）

②
配
偶
者
（
世
帯
が
異
な
る
場
合
や
事

実
婚
も
含
む
）
お
よ
び
世
帯
員
全
員

が
市
民
税
非
課
税

③
預
貯
金
、
信
託
、
有
価
証
券
、
現
金

な
ど
の
資
産
が
下
表
に
当
て
は
ま
る

※
要
件
に
当
て
は
ま
ら
な
い
人
で
も
、「
介

護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
に
係
る
特

例
減
額
措
置
」
の
対
象
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

●
対
象
施
設
・
利
用
形
態
　◇
介
護
老

人
福
祉
施
設
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
）◇
介
護
老
人
保
健
施
設
◇
介
護

医
療
院
◇
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

●
有
効
期
間

　申
請
月
の
１
日
か
ら
次
の

７
月
末
ま
で

●
必
要
な
も
の

◇
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
申
請
書

（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）

【
左
記
は
生
活
保
護
受
給
者
以
外
の
み

必
要
】

◇
本
人
と
配
偶
者
の
印
鑑

◇
本
人
と
配
偶
者
の
預
貯
金
口
座
残
高

の
写
し
（
銀
行
名
・
支
店
名
・
口
座

番
号
・
名
義
人
・
申
請
日
か
ら
２
カ

月
以
内
に
記
帳
さ
れ
た
最
終
の
残
高

が
分
か
る
も
の
）

◇
投
資
信
託
や
有
価
証
券
が
あ
る
場
合
は
、

証
券
会
社
や
銀
行
の
口
座
残
高
の
写
し

◇
負
債
が
あ
る
場
合
は
、
借
用
証
明
書
の
写
し

◇（
受
給
し
て
い
る
人
の
み
）
老
齢
福
祉

年
金
受
給
証
書

◇（
配
偶
者
住
所
が
１
月
１
日
現
在
、
大

野
城
市
外
の
場
合
の
み
）
配
偶
者
の

令
和
７
年
度
非
課
税
証
明
書
の
写
し

※
非
課
税
年
金
（
遺
族
年
金
・
障
害
年
金

等
）
も
年
金
収
入
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

申
請
書
に
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

※
す
で
に
認
定
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
場

合
、
７
月
31
日
㈭
が
期
限
で
す
。
８
月
１

日
㈮
以
降
も
引
き
続
き
減
額
を
受
け
る
に

は
８
月
29
日
㈮
ま
で
に
申
請
が
必
要
で
す
。

●
申
請
と
問
い
合
わ
せ
先
　

介
護
支
援
課
介
護
サ
ー
ビ
ス
担
当
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介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定

880円

880円

550円

550円 430円 650万円
以下

1000万円
以下

550万円
以下

500万円
以下

1650万円
以下

2000万円
以下

1550万円
以下

1500万円
以下

550円
（380円）

550円
（480円）

1370円 1370円 430円1370円
（880円）

1370円 1370円 430円1370円
（880円）

2066円 1728円 1728円
（1231円）

0円 300円

390円

650円

1360円

1445円

300円

600円

1000円

1300円

1445円

食費・居住費の利用者負担限度額（１日当たり）　※【青字】は令和７年８月からの額です。

ユニット型
個室

ユニット型
準個室

従来型
個室

施設
サービス

短期入所
サービス

配偶者
（無）

配偶者
（有）多床室

預貯金等要件食費の負担限度額居住費等の負担限度額

生活保護受給者

老齢福祉年金

合計所得金額＋
年金収入の合計額が
80万円【80.9万円】
以下の人

合計所得金額+
年金収入の合計額が
80万円【80.9万円】
超、120万円以下の人

合計所得金額+
年金収入の合計額
が120万円を超え
る人

（基準費用額）
第１～３段階に当て
はまらない人
（市民税課税世帯の人
など）

第１段階

第２段階

第３段階
①

第３段階
②

第４段階

利用者負担段階

市
民
税
非
課
税
世
帯

437円
（特養のみ
915円）

※従来型個室欄の（　）内は、介護老人福祉施設と短期入所を利用した場合の金額です。 市ホームページ

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・

猶
予
申
請
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